
 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者（県内 16 例目）に関する追加の情報 
（４月８日 19 時） 

 

 ４月６日（月）に江田島市内で発生した新型コロナウイルス感染症患者（県内 16 例目）に関

連して，追加で濃厚接触者が５名いることが判明しましたので，患者の追加情報と合わせて報

告します（下線部が追加情報，検査結果）。 

  

１ 患者の状況について 

４月８日（水）10 時現在，37.0 度，容態は安定している。感染症指定医療機関に入院中 

 

２ 発症日（４月１日）以降の状況について 

（１）患者の行動歴について 

   ４月２日（木） 医療機関Ｂ（定期通院）受診，薬局，商業施設を訪問 

           医療機関Ｃ（県内）受診 

           知人Ａが患者宅を宿泊（～４日，６日） 

     ４日（土） 医療機関Ａへ受診 

     ５日（日） 知人Ｂ宅の庭で食事会, 飲食店Ａで喫食（いずれも県内） 

 

（２）濃厚接触者について 

  ア 同居家族及び知人Ａについて 

     同居家族２名及び知人Ａを濃厚接触者と判断し PCR 検査を実施し，陰性を確認（健康

観察期間：４月 21 日まで） 

 

イ ４月２日（木）の濃厚接触者について 

医療機関Ｂ：スタッフは感染対策を実施しており，常時換気の待合で来院者同士の間

隔も空けられているため，濃厚接触者はいないと判断 

薬   局：スタッフは感染対策を実施し，５分程度で退局しており，濃厚接触者は

いないと判断 

商 業 施 設：常にマスクを着用しており，店員と会話もないため，濃厚接触者はいな

いと判断 

医療機関Ｃ：スタッフは感染対策を実施し，予約制で施設内での待ち時間もなく５分

程度で退出しており，濃厚接触者はいないと判断 

 

ウ ４月４日（土）の濃厚接触者について 

医療機関Ａ：スタッフは感染対策を実施し，他の患者と動線を分けており，濃厚接触

者はいないと判断 

 

エ ４月５日（日）の濃厚接触者について 

庭での食事会：  

飲 食 店 Ａ：  

 

資 料 提 供 
令和２年４月８日 

担 当：広島県対策本部 
担当者：健康対策課 西丸 
直 通：082-513—3076 

庭での食事会及び飲食店Ａの両方に参加し，患者の近くに着席又は患者

と頻繁に会話した５名を濃厚接触者と判断し PCR 検査を実施し，陰性を

確認（健康観察期間：４月 19 日まで） 



３ 発症日（４月１日）以前の状況について 

（１）患者の行動歴について 

３月 17 日（火）～４月１日（水）（木曜日，日曜日及び 29 日（火）は休み）勤務 

３月 28 日（土） 医療機関Ｃ受診，飲食店Ｂで喫食，販売店を訪問（いずれも県内） 

４月 １日（水） 知人Ｃ宅訪問，知人Ｄと会話（いずれも県内） 

 

（２）接触者について 

  ア ３月 17 日（火）～４月１日（水）に勤務した医療機関の接触者について 

  患者は来院者と接触しない業務に従事しており，常にマスクを着用しスタッフ間の感

染対策を徹底していたことから，接触者はいないと判断（念のため，スタッフ全員の

PCR 検査を実施し，陰性を確認） 

 

    イ ３月 28 日（土）の接触者について 

医療機関Ｃ：スタッフは感染対策を実施し，予約制で施設内での待ち時間もなく 30 分

程度で退出しており，接触者はいないと判断 

飲 食 店 Ｂ：30 分未満で退店，店員と簡単な会話のみのため，接触者はいないと判断 

販 売 店：20 分未満で退店，店員と会話もないため，接触者はいないと判断 

 

    ウ ４月 １日（水）の接触者について 

    知 人 Ｃ 宅：マスクを着用し，10 分程度会話したのみのため，接触者はいないと判断 

    知人Ｄと会話：マスクを着用し，患者は車内に居て路上の知人Ｄと簡単な会話のみのた

め，接触者ではないと判断 

 
お 願 い 

報道機関各位におかれましては，感染症法の精神に基づき，プライバシー保護及び風評被

害について格段の御配慮をお願いします。 


